
第 117回 全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道 (初級)」

および公益財団法人日本体育協会「指導員剣道 (専門科目)」 養成講習会要項

1目  的
地域において、貪1道活動を実施している学校・道場・クラブ・グループ・スポーツ教室等で剣道の実践的

指導に当っている指導者の資質の向上を図り、貪1道をより充実し正しく普及発展させること、および指導者
に必要な知識・能力を得ようとする者の養成を目的とする。なお、地域社会における剣道の指導者としての

公的資格を得るための、公益財団法人日本体育協会 「指導員剣道 (専門科目)」 の講習を兼ねる。

2主  催
全 日 本 剣 道 連 盟

3期  間
平成 30年 6月 29日 (金)～ 7月 1日 (日 ) 2泊 3日

4会  場・宿  舎
産業技術教育31練センター

〒0640944 札幌市中央区円山西町 6丁 目4番 51号   電話 011-641-0404
F患  011-612-9895

5 日程および科目
別紙日程表による。 ※講習生の人数によって、時間 。日程変更する場合がある。

6受講資格
(1)各都道府県剣道連盟の登録会員であり、年齢 22歳以上 (原則)で剣道三段以上の者で、地域に
おいて、剣道活動を実施している学校 。道場・クラブ・グループ・スポーツ教室等で、剣道の

実践的指導に当っている指導者および指導者に必要な知識・能力を得ようとする者。

(2)全 日程を受講できる者。原則として、合宿とする。
(3)年齢基準は、平成 31年 3月 31日 以前に 22歳の者。

7受講対象 (定員 )
本講習会は、全国を対象として実施する。

人数枠 60名 (予定)

8  申込  メール・ FAXに て連絡頂ければ資料をお送 りします。
TEL  080-6565-5933  FAX  03-6767-0933
e―mail  nerimakukenren@yahoo.co.jp
177-0033 練馬区高野台1-17-6  中城 啓孔
(お申し込み後は、全剣連より直接振込先等連絡が行きます。 )

9  申込締切  平成30年 4月 25日 (水)必着のこと

10受講者の決定

(1)全剣連は申込み締切り後、受講希望者本人に関係書類を送付する。
(2)受講者は、受講料・宿泊代を後日送付する関係書類 (事務連絡)に従い、直接全剣連に納入する。



12参力日経費

(講習会参加経費)

《一般》 受講料                   18, 000円
剣道社会体育教本代              2, 100円
宿泊代 (食事代・懇親会費含む)       16, 110円
集合写真代                  1, 000円

合計 37, 210円
《シルバー割引》 65歳以上は一般の受講料の一割引。

受講料                 16,200円
剣道社会体育教本代              2, 100円
宿泊代 (食事代・懇親会費含む)       16, 110円
集合写真代                  1, 000円

合計  35,410円
※ シルバー対象は平成 31年 3月 31日 までに65歳になる者。

〈全剣連登録料)   後日認定証と共に登録料 (5, 400円 )振込用紙をご自宅宛てに郵送する。
登録料未払いの場合、認定をしない。

(受講取消しの返金)(1)平 成 30年 6月 22日 (金)までは手数料を引き全額返金。
手数料 610円
(2)それ以降は取消しの効かない宿泊・食事代と剣道社会体育教本代および
手数料を引いた額を返金。

(3)上記 (1)(2)以外の返金はしない。
13安全対策

参加者は、各自十分健康管理に留意して本講習会に参加すること。

全剣連において、講習会実施中、傷害発生の場合は応急処置を講じ、病院等で治療を受けられるよう手配

する。この場合、当日の治療費 (手術、入院費は含まない)は全剣連が負担する。
なお、全貪1連は講習中の参加者の事故に対し、(講習会場への往復途上は含まれる)傷害保険に加入する。

参加者は、必ず健康保険証 (コ ピー不可)を持参すること。

(3)その他
① 申込書に記載される個人情報 (登録県名、称号・段位、漢字氏名、カナ氏名、年齢、生年月日、住所、

電話番号、職業等)はall連が実施する本講習会のために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最
小限の個人情報は必要の都度、目的に合わせ公表媒体 (掲示用紙、ホームページ、剣窓等)に公表するこ

とがある。更に、資1道の普及発展のためマス■ミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。

② 本講習会を受講した者に、全剣連 「社会体育指導員」の講習証を付与し、合格した者には「全剣連社会

体育指導員剣道 (初級)」 の認定証を授与する。なお、規定の基準に達しない科目がある場合は条件付合

格となる。                  ,
③ 本講習会に合格した者は、公益財団法人日本体育協会「指導員会1道 (専門科日)」 の修了者となる。

④ 本講習会の受講者は、通信教育で 10単位分を自宅学習し、講習会時に指定の論文を提出し、通信教育
分の筆記試験を受験する。

⑤ 本講習会の合否は、後日、受講者本人に連絡する。

⑥ 合格者の登録料は、後日本人より全剣連に振り込む。

⑦「全剣連社会体育指導員剣道 (初級)の認定証」は、後日、個人評価表と合わせて本人に送付する。


